
自動車運転支援のご案内
◎病後の自動車運転に悩んでいる患者さまはいらっしゃいませんか？

当院では脳卒中等の患者さまへ自動車運転支援を行っています。
ご希望の患者さまがいらっしゃいましたら、ご相談ください。

医療機関ご担当者様
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〈自動車運転支援対象者〉
・自宅退院できる方・日常生活において概ね自立されている方
・現在、介護サービスを利用していない方 ・家族様が初回評価時、最終判断時に同行できる方
・てんかん発作が2年以内に起きていない方 ・視野障害の無い方（片目左右共に150度以上）
・認知症の診断を受けていない方

〈運転支援内容について〉
・神経心理学検査（高次脳機能障害評価）
・ドライブシュミレーター検査（ハンドル・アクセルペダル反応速度検査・注意課題検査）
・当院の車両を用いた停車時評価（ミラードアの開閉・ハンドル動作・アクセル動作評価）
・教習所による実車評価（教習所内・教習所外での実車は希望の方のみ）

〈日時・時間〉
・毎週 火曜・水曜
・1回120分～180分程度
⇒4回～6回程度実施

（実車評価希望の場合は追加あり）

提供頂いた情報をもとに、当院担当医師とリハビリスタッフでお引き受けできるかを判
断し、改めてこちらからご連絡いたします。また、その際より詳しい情報を確認する為
に、ご本人さまもしくはご家族さまへご連絡することもございます。

〈受診相談について〉
かかりつけの病院さまより、当院専用【自動車運転支援適正評価 受診相談シート】に
必要事項を記載の上、下記の書類をあわせて地域医療連携室までFAXでお送りください。
①担当医からの診療情報提供書 ②リハビリサマリー ③視力・視野検査結果

【FAX番号：049-257-3376 地域医療連携室直通】

〈料金〉
・通常の外来診療と同様に、診察料
リハビリテーション料が発生します。

・実車評価を希望の場合は別途料金あり
（詳しい内容は当院へご連絡下さい）

※進行具合により回数・費用が増えることもございますのでご了承ください。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

【問い合わせ先】埼玉セントラル病院 地域医療連携室
〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町上富2177番地 TEL：049-259-0161（代）FAX049-257-3376（連携室直通）


